
平
成
二
十
九
年
六
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三
日
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答

弁

第

三

六

五

号

内
閣
衆
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一
九
三
第
三
六
五
号

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
学
校
法
人
森
友
学
園
側
と
政
府
側
の
交
渉
記
録
に
つ
い
て
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
公

文
書
管
理
法
に
基
づ
い
て
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て
廃
棄
の
措
置
を
と
ら
な
い
よ
う
に
求
め
る
考
え
が
あ
る
か
ど
う

か
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
学
校
法
人
森
友
学
園
側
と
政
府
側
の
交
渉
記
録
に
つ
い
て
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣

が
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
い
て
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て
廃
棄
の
措
置
を
と
ら
な
い
よ
う
に
求
め
る
考
え
が
あ

る
か
ど
う
か
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

四
項
の
規
定
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
公
文
書
管
理
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
（
以
下

単
に
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
特
に
保
存
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
行
政
文
書
フ

ァ
イ
ル
等
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て
、
廃
棄
の
措
置
を
と
ら
な
い
よ
う
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
国
有
地
払
下
げ
等
に
関
す
る
学
校
法
人
森
友
学
園
側
と
政
府
側
の
交
渉
記
録
が
、
財
務
省
の
シ
ス
テ
ム
更
新
に

よ
っ
て
消
去
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
財
務
省
の

シ
ス
テ
ム
更
新
」
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
財
務
省
本
省
及
び
近
畿
財
務
局
に
お
け
る
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
二
十
九
年
五
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
三
〇
〇
号
）
問
一
に
つ
い
て
で
お
答

え
し
た
と
お
り
、
古
い
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
全
て
の
デ
ー
タ
を
移
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル

一



等
を
廃
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
財
務
省
に
お
い
て
は
、
公
文
書
管
理
法
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
及
び
財
務
省
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
財
務
省
訓
令
第
十
号
）
等

に
基
づ
き
行
政
文
書
の
管
理
が
行
わ
れ
、
そ
れ
は
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
財
務
大
臣
に
対
し
て
公

文
書
管
理
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
を
と
る
必
要
性
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二


